
議員提出第５号議案 

 

 

大阪府議会定例会の回数に関する条例一部改正の件 

 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び大阪府議会会議 

規則第１３条の規定により提出します。 
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資 料 ８ 



議員提出第５号議案 

 

 

大阪府議会定例会の回数に関する条例一部改正の件 

 

大阪府議会定例会の回数に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

 



大 阪 府 条 例 第    号  

   大 阪 府 議 会 定 例 会 の 回 数 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
 大 阪 府 議 会 定 例 会 の 回 数 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 大 阪 府 条 例 第 二 十 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

   附  則  
 こ の 条 例 は

、

令 和 五 年 四 月 三 十 日 か ら 施 行 す る
。  

 

改 正 後  改 正 前  

  
 大 阪 府 議 会 定 例 会 は

、

年 四 回 と す る
。   大 阪 府 議 会 定 例 会 は
、

年 三 回 と す る
。  

  



提 案 理 由 

 

府政の諸課題についての調査研究や議案を立案する上で、議員にとって

政務活動は極めて重要である。このため議会活動と政務活動のバランスを

考慮しつつ、府民の多様な意見を府政に適切に反映できるよう、現行条例

の一部を改正するものである。 

 


